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新型コロナウイルス感染症により認可外保育施設が臨時休園等をした場合に 

活用可能な施策について（周知） 
 

  

日頃より、保育行政の推進にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事業主が雇用の維持を図る

ため、雇用調整助成金の特例措置が実施されているところですが、認可外保育施

設が臨時休園等をした場合も雇用調整助成金の対象になる可能性があります。ま

た、雇用調整助成金以外にも、当該施設が利用可能な主な施策一覧につきまし

て、別添のとおりまとめました。 

各都道府県等におかれましては、認可外保育施設が必要に応じてこれらの施策

の活用を検討できるよう、以下について管内認可外保育施設に対して周知をお願

いいたします。 

 

記 

 

１．雇用調整助成金の活用について 

「「新型コロナウィルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の「利

用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて」に

かかるFAQについて」（令和２年５月29日付け、内閣府子ども・子育て本部参事

官（子ども・子育て支援担当）ほか連名事務連絡）のNO.27でもお知らせしたと

おり、雇用調整助成金においては、制度上給与に公費が充てられる職種に関し

ては対象外となりますが、認可外保育施設については、雇用調整助成金の対象

になる可能性があります。個別の事業所の置かれている状況は様々ですので、

実際に支給されるかどうかについては、お近くの都道府県労働局・公共職業安

定所（ハローワーク）や「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コール

センター」（０１２０－６０－３９９９、受付時間９：００～２１：００（土

日・祝日を含む））までお問い合わせいただきますようお願いします。また、

雇用調整助成金の内容や特例の概要については、厚生労働省のＨＰにも情報を

掲載していますので、併せてご覧ください。なお、雇用調整助成金（新型コロ

ナウイルスの影響を受けて休業等を行った場合で、判定基礎期間の初日が令和

２年１月２４日から５月３１日までの休業によるものに限る。）の申請期限は

令和２年８月３１日までとなっておりますので、ご留意ください。 
 



＜参考：厚生労働省のＨＰのリンク＞

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyu

fukin/pageL07.html 

 

＜参考：新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の

「利用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて 

FAQ（内閣府 HP）＞ 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/shisetsu/200529-faq.pdf 

 

２．令和２年度二次補正予算について 

令和２年度二次補正予算については、令和２年６月 12日に成立したところで

すが、以下の予算については認可外保育施設における新型コロナウイルス感染

症対策等に資するものであるため、ご了知ください。 

 ・保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援（新型コロナ

ウイルス感染症緊急包括支援交付金） 

   詳細は別紙１をご参照ください。また、令和２年度一次補正予算の保育所

等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援（保育環境改善等事

業（保育対策総合支援事業費補助金））（別紙２）についても引き続きご活用

いただけます。 

 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

   今般の二次補正予算により、同交付金は２兆円拡充されました。「「新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の活用事例集について（周

知）」（令和２年５月８日付け、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対

策室事務連絡）のとおり、認可外保育施設における保育料の減免への支援や

ベビーシッターの利用料の一部補助への充当にご活用いただけます。 

 

３．新型コロナウイルス感染症により認可外保育施設が臨時休園等をした場合に 

活用可能な主な施策一覧について 

  別添の施策一覧をご参照ください。 

 

以上 
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